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男鹿市告示第１０３号 

 

 おがっこの居場所づくり(こども食堂)支援事業補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和７年８月１日 

 

 

               男鹿市長 菅 原 広 二      

 

 

おがっこの居場所づくり(こども食堂)支援事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 

おがっこの居場所づくり(こども食堂)支援事業補助金交付要綱（令和６年男鹿市告示第５２号）の一部を次の

ように改正する。 

 

改正後 改正前 

（補助対象経費） （補助対象経費） 

第４条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」

という。）は、補助対象事業の実施に要する別表第１に

定める費用の総額から参加者負担金を除いた額とする。 

第４条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」

という。）は、補助対象事業の実施に要する別表第１に

定める費用の総額から参加者負担金、寄付金その他の収

入を除いた額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、年度内に支出できない経費

は補助金の交付の対象としない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当

するものは補助金の交付の対象としない。 

 ⑴ 団体の運営に係る経常的な経費 

 ⑵ 年度内に支出できない経費 

（補助金の交付申請） （補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとするもの（以下「申請 第６条 補助金の交付を受けようとするもの（以下「申請
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改正後 改正前 

者」という。）は、おがっこの居場所づくり（こども食

堂）支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に

掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

者」という。）は、おがっこの居場所づくり（こども食

堂）支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に

掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ おがっこの居場所づくり（こども食堂）支援事業に

係る収支予算書（様式第３号） 

⑵ 収支予算書 

⑶ 団体の活動概要が分かる資料、活動全体に係る収支

予算書 

⑶ 団体の活動概要が分かる資料 

⑷～⑹ （略） ⑷～⑹ （略） 

２ （略） ２ （略） 

（補助金の交付決定） （補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、

速やかにその内容を審査し、補助金の可否を決定し、交

付することを決定したときはおがっこの居場所づくり

（こども食堂）支援事業補助金交付決定通知書（様式第

４号）により、交付しないことを決定したときはおがっ

この居場所づくり（こども食堂）支援事業補助金不交付

決定通知書（様式第５号）により、当該申請者に通知す

るものとする。 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、

速やかにその内容を審査し、補助金の可否を決定し、交

付することを決定したときはおがっこの居場所づくり

（こども食堂）支援事業補助金交付決定通知書（様式第

３号）により、交付しないことを決定したときはおがっ

この居場所づくり（こども食堂）支援事業補助金不交付

決定通知書（様式第４号）により、当該申請者に通知す

るものとする。 

（事業の変更等） （事業の変更等） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助

対象事業の内容に変更又は廃止するときは、速やかにお

がっこの居場所づくり（こども食堂）支援事業補助金変

更（廃止）承認申請書（様式第６号）を市長に提出し、

その承認を受けなければならない。 

第９条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助

対象事業の内容に変更又は廃止するときは、速やかにお

がっこの居場所づくり（こども食堂）支援事業補助金変

更（廃止）承認申請書（様式第５号）を市長に提出し、

その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速や

かにその内容を審査し、当該申請書の提出があった日か

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速や

かにその内容を審査し、当該申請書の提出があった日か
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改正後 改正前 

ら起算して14日以内に承認の可否を決定し、おがっこの

居場所づくり（こども食堂）支援事業補助金変更（廃止）

決定通知書（様式第７号）により、当該補助事業者に通

知するものとする。 

ら起算して14日以内に承認の可否を決定し、おがっこの

居場所づくり（こども食堂）支援事業補助金変更（廃止）

決定通知書（様式第６号）により、当該補助事業者に通

知するものとする。 

（実績報告書） （実績報告書） 

第10条 補助事業者は、当該年度の事業が終了した翌日か

ら起算して14日以内又は交付決定を受けた年度の３月31

日のいずれか早い日までに、おがっこの居場所づくり（こ

ども食堂）支援事業報告書（様式第８号）に次に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

第10条 補助事業者は、当該年度の事業が終了した翌日か

ら起算して14日以内又は交付決定を受けた年度の３月31

日のいずれか早い日までに、おがっこの居場所づくり（こ

ども食堂）支援事業報告書（様式第７号）に次に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) おがっこの居場所づくり（こども食堂）支援事業

実績報告書（様式第９号） 

(１) おがっこの居場所づくり（こども食堂）支援事業

実績報告書（様式第８号） 

⑵ おがっこの居場所づくり（こども食堂）支援事業に

係る収支決算書（様式第10号） 

⑵ 収支決算書 

⑶ 補助対象経費の支払を証明する領収書等の写し、活

動全体に係る収支決算書 

⑶ 補助対象経費の支払を証明する領収書等の写し 

⑷ （略） ⑷ （略） 

（補助金の額の確定） （補助金の額の確定） 

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があ

ったときは、速やかに補助対象事業の完了を確認し、補

助金の交付決定の内容及び交付の条件に適合すると認め

たときは、補助金の額を確定し、補助対象者に対して、

おがっこの居場所づくり（こども食堂）支援事業補助金

額の確定通知書（様式第11号）により通知するものとす

る。 

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があ

ったときは、速やかに補助対象事業の完了を確認し、補

助金の交付決定の内容及び交付の条件に適合すると認め

たときは、補助金の額を確定し、補助対象者に対して、

おがっこの居場所づくり（こども食堂）支援事業補助金

額の確定通知書（様式第９号）により通知するものとす

る。 

（補助金の請求及び交付） （補助金の請求及び交付） 

第12条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとすると 第12条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとすると
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改正後 改正前 

きは、請求書（様式第12号）を市長に提出しなければな

らない。 

きは、請求書（様式第10号）を市長に提出しなければな

らない。 

２ （略） ２ （略） 

（補助金の概算払） （補助金の概算払） 

第13条 （略） 第13条 （略） 

２ 前項の規定により概算払による補助金の交付を受けよ

うとする者は、おがっこの居場所づくり（こども食堂）

支援事業補助金概算払申請書（様式第13号。以下「概算

払申請書」という）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により概算払による補助金の交付を受けよ

うとする者は、おがっこの居場所づくり（こども食堂）

支援事業補助金概算払申請書（様式第11号。以下「概算

払申請書」という）を市長に提出しなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 市長は、補助金の概算払を決定した場合は、おがっこ

の居場所づくり（こども食堂）支援事業補助金概算払決

定通知書（様式第14号）により申請者に通知するものと

する。 

４ 市長は、補助金の概算払を決定した場合は、おがっこ

の居場所づくり（こども食堂）支援事業補助金概算払決

定通知書（様式第12号）により申請者に通知するものと

する。 

５ 市長は、前項の通知を受けた補助事業者より概算払請

求書（様式第15号）の提出があったときは、速やかに当

該補助事業者に対し補助金を概算払するものとする。 

５ 市長は、前項の通知を受けた補助事業者より概算払請

求書（様式第13号）の提出があったときは、速やかに当

該補助事業者に対し補助金を概算払するものとする。 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

区分 補助率 補助限度額 

１年目 補助対象経費の10分の10以内 40万円 

２年目 補助対象経費の10分の10以内 20万円 

３年目 補助対象経費の10分の10以内 10万円 

 

 

 

 

 

区分 補助率 補助限度額 

１年目 補助対象経費の10分の10以内 40万円 

２年目 補助対象経費の２分の１以内 40万円 

３年目 補助対象経費の３分の１以内 40万円 
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改正後 改正前 

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第６条関係） 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

様式第２号（第６条関係） 様式第２号（第６条関係） 

 （略）  （略） 

様式第３号（第６条関係）  

  

 



8 

改正後 改正前 

様式第４号（第７条関係） 様式第３号（第７条関係） 
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改正後 改正前 

様式第５号（第７条関係） 様式第４号（第７条関係） 
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改正後 改正前 

様式第６号（第９条関係） 様式第５号（第９条関係） 

 

 

  



11 

改正後 改正前 

様式第７号（第９条関係） 様式第６号（第９条関係） 
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改正後 改正前 

様式第８号（第10条関係） 様式第７号（第10条関係） 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

様式第９号（第10条関係） 様式第８号（第10条関係） 
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改正後 改正前 

様式第10号（第10条関係）  
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改正後 改正前 

様式第11号（第11条関係） 様式第９号（第11条関係） 

  

  



17 

改正後 改正前 

様式第12号（第12条関係） 様式第10号（第12条関係） 

  

  



18 

改正後 改正前 

様式第13号（第13条関係） 様式第11号（第13条関係） 
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改正後 改正前 

様式第14号（第13条関係） 様式第12号（第13条関係） 
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改正後 改正前 

様式第15号（第13条関係） 様式第13号（第13条関係） 

  

 



21 

改正後 改正前 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 

 

附 則 

この告示は、令和７年８月１日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 


